
 

霧島国際カントリークラブ調整池工事説明会 

入水公民館 平成 25 年 7 月 29 日 

 

１．霧島市都市計画課職員同席の上で、鎌田建設白石さんより説明を受けた。 

概ね説明内容は以下のとおり 

・工事開始は 8 月盆明け 

・全ての工事を平成 25 年中に終える 

・濁水を流さないように配慮する。 

・側壁工事をコンクリートマットで行う 

・底盤はコンクリート施工を行わず、底盤改良工とする。 

・Ｄ調整池の進入路は川上に向かって左側に設置する。 

２．事業者は平成 24 年 5 月 28 日、鹿児島県に調整池施行計画書を提出、鹿児島県はこの計画

書に基づいた工事が実施されるよう強く指導することを県議会で明言 

施行計画書によると 

・側壁工事はもたれ擁壁とする。 

・底盤はコンクリート施工 

・Ｄ調整池取り付け道路は上流に向かって右側にブロック積基礎工事 

これらは当初の設計図に記載されたとおりである。 

３．平成 24 年 8 月 8 日、事業者より、住民に対して施行計画書説明会が開かれる。霧島市建設

部長同席、『今回の調整池の施工は事業者が県の許可を受けた設計図に基づく施工である。』

事の確認をした。 

４．平成 25 年 4 月 29 日、入水公民館で事業者より調整池施行状況の説明を受けた。 

この時は施工方法の変更の説明は無かった。 

５．事業者が１項で説明した内容は県に提出している施行計画書と大きく異なっており、住民が

その理由を問いかけたが、事業者は県の了解を得ているとの説明のみ。 

６．県が定める調整池設計基準にも抵触しており、県に説明を求めるよう、霧島市職員に要請、

県から説明を受け、納得しない限り、工事再開に同意しないことを伝達した。ただし、上流

堰堤の延伸工事は当初の設計図に沿っていることからこれを了承した。 
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